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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の無線通信システムの複数の周波数の受信品質の測定結果のうち基準となる受信品
質が得られる周波数の第１の受信品質と、第２の無線通信システムの複数の周波数の受信
品質の測定結果のうち基準となる受信品質が得られる周波数の第２の受信品質とを比較し
、前記第１の受信品質が前記第２の受信品質より劣る場合、
　前記第１の無線通信システムに関して測定した前記第１の受信品質又は他の前記受信品
質、又は、統計処理した受信品質と、
　前記第２の無線通信システムに関して測定した前記第２の受信品質又は他の前記受信品
質、又は、統計処理した受信品質と、
　の少なくとも一方を含む報告を基地局に送信し、
　前記報告は、前記第１の受信品質と前記第２の受信品質の測定箇所の位置情報を含む、
ことを特徴とする移動端末。
【請求項２】
　前記第１の受信品質と、前記第２の受信品質との優劣を、前記基地局に報告する、こと
を特徴とする請求項１記載の移動端末。
【請求項３】
　前記第１の受信品質が前記第２の受信品質よりも劣る場合、予め定められた所定の時間
間隔、又は、予め定められた距離間隔で、前記第１の受信品質と前記第２の受信品質の少
なくとも一方の測定を行う、ことを特徴とする請求項１又は２記載の移動端末。
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【請求項４】
　前記第１の受信品質と前記第２の受信品質の少なくとも一方の測定を、予め定められた
回数、又は、予め定められた期間、実行したのち、前記測定結果を報告する、ことを特徴
とする請求項３記載の移動端末。
【請求項５】
　前記第１の受信品質は、前記第１無線通信システムの最良の受信品質が得られる周波数
の受信品質であり、　
　前記第２の受信品質は、前記第１の受信品質に対応して、前記第２の無線通信システム
で最良の受信品質が得られる周波数の受信品質である、ことを特徴とする請求項１乃至４
のいずれか一に記載の移動端末。
【請求項６】
　前記第１の受信品質は、前記第１の無線通信システムの周波数について前記移動端末で
使用及び未使用の周波数のうち最良の受信品質が得られる周波数の受信品質であり、
　前記第２の受信品質は、前記第２の無線通信システムの周波数について前記移動端末で
使用及び未使用の周波数のうち最良の受信品質が得られる周波数の受信品質である、こと
を特徴とする請求項１乃至４のいずれか一に記載の移動端末。
【請求項７】
　前記第１の受信品質と前記第２の受信品質は、それぞれ、前記第１、第２の無線通信シ
ステムの周波数のうち前記移動端末が使用する周波数の受信品質である、ことを特徴とす
る請求項１乃至４のいずれか一に記載の移動端末。
【請求項８】
　前記第１、第２の無線通信システム間でのハンドオーバ発生時、ハンドオーバ発生情報
を報告する、ことを特徴とする請求項７記載の移動端末。
【請求項９】
　前記第１の無線通信システムと前記第２の無線通信システムのそれぞれの周波数の受信
品質を測定する手段と、
　前記第１の無線通信システムと前記第２の無線通信システムのそれぞれの周波数の前記
第１の受信品質と前記第２の受信品質の測定結果を比較し、前記比較の結果、前記第１の
受信品質が前記第２の受信品質よりも劣る場合、前記第１の無線通信システムと前記第２
の無線通信システムのそれぞれの周波数の受信品質の測定結果を記憶部に格納する手段と
、
　前記測定が終了したのち、前記記憶部に格納された測定結果に基き報告を作成し、前記
報告を、前記第１の無線通信システム及び／又は前記第２の無線通信システムの基地局に
送信する手段と、
　を備えている、ことを特徴とする請求項１乃至８のいずれか一に記載の移動端末。
【請求項１０】
　前記第１の受信品質が前記第２の受信品質よりも劣る場合、前記第１の受信品質の測定
結果に所定のマージンを加え、
　前記第１の受信品質に前記所定のマージンを加えた値が前記第２の受信品質の値よりも
小さい場合に、前記第１の受信品質と前記第２の受信品質の測定結果の少なくとも一方を
、前記移動端末の位置情報とともに、前記記憶部に格納する手段を備えている、ことを特
徴とする請求項９記載の移動端末。
【請求項１１】
　前記第１の無線通信システムと前記第２の無線通信システムの受信品質の測定結果を出
力する手段を備えている、ことを特徴とする請求項１乃至１０のいずれか一に記載の移動
端末。
【請求項１２】
　移動端末が、第１の無線通信システムの複数の周波数の受信品質の測定結果のうち基準
となる受信品質が得られる周波数の第１の受信品質と、第２の無線通信システムの複数の
周波数の受信品質の測定結果のうち基準となる受信品質が得られる周波数の第２の受信品
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質とを比較し、前記第１の受信品質が前記第２の受信品質より劣る場合、
　前記第１の無線通信システムに関して測定した前記第１の受信品質又は他の前記受信品
質、又は、統計処理した受信品質と、
　前記第２の無線通信システムに関して測定した前記第２の受信品質又は他の前記受信品
質、又は、統計処理した受信品質と、
　の少なくとも一方を含む報告を基地局に送信し、
　前記報告は、前記第１の受信品質と前記第２の受信品質の測定箇所の位置情報を含む、
ことを特徴とする無線通信方法。
【請求項１３】
　前記移動端末は、前記第１の受信品質と、前記第２の受信品質との優劣を、前記基地局
に報告する、ことを特徴とする請求項１２記載の無線通信方法。
【請求項１４】
　前記第１の受信品質が前記第２の受信品質よりも劣る場合、予め定められた所定の時間
間隔、又は、予め定められた距離間隔で、前記第１の受信品質と前記第２の受信品質の少
なくとも一方の測定を行う、ことを特徴とする請求項１２又は１３記載の無線通信方法。
【請求項１５】
　前記移動端末は、前記第１の受信品質と前記第２の受信品質の少なくとも一方の測定を
、予め定められた回数、又は、予め定められた期間、実行したのち、前記測定結果を報告
する、ことを特徴とする請求項１４記載の無線通信方法。
【請求項１６】
　前記第１の受信品質は、前記第１無線通信システムの最良の受信品質が得られる周波数
の受信品質であり、
　前記第２の受信品質は、前記第１の受信品質に対応して、前記第２の無線通信システム
で最良の受信品質が得られる周波数の受信品質である、ことを特徴とする請求項１２乃至
１５のいずれか一に記載の無線通信方法。
【請求項１７】
　前記第１の受信品質は、前記第１の無線通信システムの周波数について前記移動端末で
使用及び未使用の周波数のうち最良の受信品質が得られる周波数の受信品質であり、
　前記第２の受信品質は、前記第２の無線通信システムの周波数について前記移動端末で
使用及び未使用の周波数のうち最良の受信品質が得られる周波数の受信品質である、こと
を特徴とする請求項１２乃至１５のいずれか一に記載の無線通信方法。
【請求項１８】
　前記第１の受信品質と前記第２の受信品質は、それぞれ、前記第１、第２の無線通信シ
ステムの周波数のうち前記移動端末が使用する周波数の受信品質である、ことを特徴とす
る請求項１２乃至１５のいずれか一に記載の無線通信方法。
【請求項１９】
　前記第１、第２の無線通信システム間でのハンドオーバ発生時、前記移動端末は、ハン
ドオーバ発生情報を報告する、ことを特徴とする請求項１８記載の無線通信方法。
【請求項２０】
　前記第１の受信品質が前記閾値よりも劣る場合において、
　前記第１の受信品質の測定結果に所定のマージンを加え、
　前記第１の受信品質の測定結に所定のマージンを加えた値が、前記第２の受信品質の値
よりも小さい場合に、前記第１の受信品質と前記第２の受信品質の測定結果の少なくとも
一方を、前記移動端末の位置情報とともに記憶部に格納する、ことを特徴とする請求項１
２乃至１５のいずれか一に記載の無線通信方法。
【請求項２１】
　第１の無線通信システムの複数の周波数の受信品質の測定結果のうち基準となる受信品
質が得られる周波数の第１の受信品質と、第２の無線通信システムの複数の周波数の受信
品質の測定結果のうち基準となる受信品質が得られる周波数の第２の受信品質とを比較し
、前記第１の受信品質が前記第２の受信品質より劣る場合、
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　前記第１の無線通信システムに関して測定した前記第１の受信品質又は他の前記受信品
質、又は、統計処理した受信品質と、
　前記第２の無線通信システムに関して測定した前記第２の受信品質又は他の前記受信品
質、又は、統計処理した受信品質と、
　の少なくとも一方を含む報告を基地局に送信する移動端末と、
　前記移動端末からの前記報告を受信する前記第１の無線通信システム及び／又は前記第
２の無線通信システムの基地局と、
　を備え、
　前記報告は、前記第１の受信品質と前記第２の受信品質の測定箇所の位置情報を含む、
ことを特徴とする無線通信システム。
【請求項２２】
　前記移動端末が、前記第１の受信品質と前記第２の受信品質との優劣を前記基地局に報
告する、ことを特徴とする請求項２１記載の無線通信システム。
【請求項２３】
　前記第１の受信品質が前記第２の受信品質よりも劣る場合、前記移動端末は、予め定め
られた所定の時間間隔、又は、予め定められた距離間隔で、前記第１の受信品質と前記第
２の受信品質の少なくとも一方の測定を行う、ことを特徴とする請求項２１又は２２に記
載の無線通信システム。
【請求項２４】
　前記移動端末は、前記第１の受信品質と前記第２の受信品質の少なくとも一方の測定を
、予め定められた回数又は予め定められた期間実行したのち、前記測定結果を報告する、
ことを特徴とする請求項２３記載の無線通信システム。
【請求項２５】
　前記第１の受信品質は、前記第１無線通信システムの最良の受信品質が得られる周波数
の受信品質であり、
　前記第２の受信品質は、前記第１の受信品質に対応して、前記第２の無線通信システム
で最良の受信品質が得られる周波数の受信品質である、ことを特徴とする請求項２１乃至
２４のいずれか一に記載の無線通信システム。
【請求項２６】
　前記第１の受信品質は、前記第１の無線通信システムの周波数について前記移動端末で
使用及び未使用の周波数のうち最良の受信品質が得られる周波数の受信品質であり、
　前記第２の受信品質は、前記第２の無線通信システムの周波数について前記移動端末で
使用及び未使用の周波数のうち最良の受信品質が得られる周波数の受信品質である、こと
を特徴とする請求項２１乃至２４のいずれか一に記載の無線通信システム。
【請求項２７】
　前記第１の受信品質と前記第２の受信品質は、それぞれ、前記第１、第２の無線通信シ
ステムの周波数のうち前記移動端末が使用する周波数の受信品質である、ことを特徴とす
る請求項２１乃至２４のいずれか一に記載の無線通信システム。
【請求項２８】
　前記第１、第２の無線通信システム間でのハンドオーバ発生時、前記移動端末は、ハン
ドオーバ発生情報を報告する、ことを特徴とする請求項２７記載の無線通信システム。
【請求項２９】
　前記移動端末は、前記第１の無線通信システムの複数の周波数のうち基準となる周波数
の受信品質である前記第１の受信品質の測定結果と予め定められた閾値とを比較し、
　前記第１の受信品質の測定結果が前記閾値よりも劣る場合において、
　前記第１の受信品質の測定結果に所定のマージンを加え、
　前記第１の受信品質の測定結果に所定のマージンを加えた値が、前記第２の受信品質よ
りも小さい場合に、前記第１の受信品質と前記第２の受信品質の測定結果の少なくとも一
方を、前記移動端末の位置情報とともに記憶部に格納する、ことを特徴とする請求項２１
乃至２４のいずれか一に記載の無線通信システム。
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【請求項３０】
　前記移動端末からの前記報告を前記基地局を介して受け、受信した報告に基づき対応す
る基地局の無線パラメータの最適化処理を行う管理サーバを備えた、ことを特徴とする請
求項２１乃至２９のいずれか一に記載の無線通信システム。
【請求項３１】
　第１の無線通信システムの複数の周波数の受信品質の測定結果のうち基準となる受信品
質が得られる周波数の第１の受信品質と、第２の無線通信システムの複数の周波数の受信
品質の測定結果のうち基準となる受信品質が得られる周波数の第２の受信品質とを比較し
、前記第１の受信品質が前記第２の受信品質より劣る場合、
　前記第１の無線通信システムに関して測定した前記第１の受信品質又は他の前記受信品
質、又は、統計処理した受信品質と、
　前記第２の無線通信システムに関して測定した前記第２の受信品質又は他の前記受信品
質、又は、統計処理した受信品質との少なくとも一方を含む報告を送信する移動端末と無
線接続され、前記移動端末から送信された前記報告を受け、
　前記報告は、前記第１の受信品質と前記第２の受信品質の測定箇所の位置情報を含む、
ことを特徴とする基地局。
【請求項３２】
　前記第１、第２の無線通信システム間でのハンドオーバ発生時、前記移動端末から報告
されるハンドオーバ発生情報を受ける、ことを特徴とする請求項３１記載の基地局。
【請求項３３】
　第１の無線通信システムの複数の周波数の受信品質の測定結果のうち基準となる受信品
質が得られる周波数の第１の受信品質と、第２の無線通信システムの複数の周波数の受信
品質の測定結果のうち基準となる受信品質が得られる周波数の第２の受信品質とを比較し
、前記第１の受信品質が前記第２の受信品質より劣る場合、
　前記第１の無線通信システムに関して測定した前記第１の受信品質又は他の前記受信品
質、又は、統計処理した受信品質と、
　前記第２の無線通信システムに関して測定した前記第２の受信品質又は他の前記受信品
質、又は、統計処理した受信品質との少なくとも一方を含む報告を送信する移動端末と無
線接続される基地局と接続され、
　前記移動端末から送信された前記報告を前記基地局を介して受け、
　前記報告は、前記第１の受信品質と前記第２の受信品質の測定箇所の位置情報を含む、
ことを特徴とする管理サーバ。
【請求項３４】
　前記第１、第２の無線通信システム間でのハンドオーバ発生時、前記移動端末から報告
されるハンドオーバ発生情報を、基地局を介して受ける、ことを特徴とする請求項３３記
載の管理サーバ。
【請求項３５】
　第１の無線通信システムの複数の周波数の受信品質の測定結果のうち基準となる受信品
質が得られる周波数の第１の受信品質と、第２の無線通信システムの複数の周波数の受信
品質の測定結果のうち基準となる受信品質が得られる周波数の第２の受信品質とを比較し
、前記第１の受信品質が前記第２の受信品質より劣る場合、
　前記第１の無線通信システムに関して測定した前記第１の受信品質又は他の前記受信品
質、又は、統計処理した受信品質と、
　前記第２の無線通信システムに関して測定した前記第２の受信品質又は他の前記受信品
質、又は、統計処理した受信品質と
の少なくとも一方と、
　前記第１の受信品質と前記第２の受信品質の測定箇所の位置情報と
を含む報告を基地局に送信する処理を、
　移動端末を構成するコンピュータに実行させるプログラム。
【請求項３６】
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　前記第１、第２の無線通信システム間でのハンドオーバ発生時、ハンドオーバ発生情報
を報告する処理をさらに前記コンピュータに実行させる請求項３５記載のプログラム。
【請求項３７】
　第１の無線通信システムの複数の周波数の受信品質の測定結果のうち基準となる受信品
質が得られる周波数の第１の受信品質と、第２の無線通信システムの複数の周波数の受信
品質の測定結果のうち基準となる受信品質が得られる周波数の第２の受信品質とを比較し
、前記第１の受信品質が前記第２の受信品質より劣る場合、
　前記第１の無線通信システムに関して測定した前記第１の受信品質又は他の前記受信品
質、又は、統計処理した受信品質と、
　前記第２の無線通信システムに関して測定した前記第２の受信品質又は他の前記受信品
質、又は、統計処理した受信品質と
の少なくとも一方と、
　前記第１の受信品質と前記第２の受信品質の測定箇所の位置情報と
を含む報告を送信する移動端末からの前記報告を受ける処理を、基地局を構成するコンピ
ュータに実行させるプログラム。
【請求項３８】
　移動局からの報告に基地局を介して受信し無線パラメータの最適化を行う管理サーバを
構成するコンピュータに、
　第１の無線通信システムの複数の周波数の受信品質の測定結果のうち基準となる受信品
質が得られる周波数の第１の受信品質と、第２の無線通信システムの複数の周波数の受信
品質の測定結果のうち基準となる受信品質が得られる周波数の第２の受信品質とを比較し
、前記第１の受信品質が前記第２の受信品質より劣る場合、
　前記第１の無線通信システムに関して測定した前記第１の受信品質又は他の前記受信品
質、又は、統計処理した受信品質と、
　前記第２の無線通信システムに関して測定した前記第２の受信品質又は他の前記受信品
質、又は、統計処理した受信品質と
の少なくとも一方と、
　前記第１の受信品質と前記第２の受信品質の測定箇所の位置情報と
を含む報告を送信する移動端末からの前記報告を、前記基地局を介して、受ける処理を実
行させるプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
［関連出願の記載］
　本発明は、日本国特許出願：特願２００７－２９９２８１号（２００７年１１月１９日
出願）の優先権主張に基づくものであり、同出願の全記載内容は引用をもって本書に組み
込み記載されているものとする。
　本発明は、無線通信システムに関し、特に、移動局で取得した回線状況の測定結果の基
地局への報告を制御するシステム及び方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近時、携帯電話の普及、サービスの多様化に伴い、移動体通信システムの保守や最適化
のための調整の低コスト化が要請されている。移動体通信システムの保守や最適化のため
の調整対象としては、例えば基地局の送信電力やアンテナのチルト角等（これらは「無線
パラメータ」とも呼ばれる）がある（特許文献１参照）。
【０００３】
　通信システムの保守調整は、一般に、無線ネットワーク設計シミュレータを用いた評価
検討に基づいて行われる。そして、シミュレーション精度を高めるために、無線通信シス
テムのサービスエリアにおいて実測された受信状況情報と、その実測値が測定された位置
情報とが設計シミュレータに入力される。例えばＣＤＭＡ（Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ
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　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）方式の無線通信システムにおいては、受信状況情報
として共通パイロットチャネル（ＣＰＩＣＨ：Ｃｏｍｍｏｎ　Ｐｉｃｏｔ　Ｃｈａｎｎｅ
ｌ）の受信品質や受信強度等が用いられる。
【０００４】
　従来、受信状況情報の測定は専用の測定車や専門の測定チームにより行われるほか、ユ
ーザの所有する一般の移動無線端末に受信状況情報を測定させ、その測定結果を収集する
という方法がある。特許文献１には、移動無線端末が、ユーザ通信の回線状況を監視して
おり、回線状況が所定の条件を満たしたことをトリガとして検出し、移動無線端末は、ト
リガが検出されると、無線信号の受信状況、および自身の位置を取得し、受信状況と前記
位置を含む測定結果の報告を管理サーバ（情報収集サーバ）に送り、該管理サーバは移動
無線端末から受信した測定結果を内部に記録する構成が開示されている。
【０００５】
【特許文献１】特開２００４－１６６０５６号公報
【特許文献２】特開２００７－１２７５８４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献１、２の開示事項は、本書に引用をもって繰り込み記載されているものとする
。以下の分析は、本発明によって与えられたものである。
【０００７】
　特許文献１の記載に基づき、移動局が、報告を基地局を介して管理サーバに報告するシ
ステムについて分析する。基地局は、管理サーバの指示に基づいて、移動局に測定制御通
知（周期型、イベント型、オン・デマンド型等）を送信する。オン・デマンド型の場合、
測定制御通知を受信すると移動局は測定を実施する。周期型の場合、移動局は、測定制御
通知に応じて、一定周期で測定を実施する。イベント型で報告を行う場合、移動局で監視
する回線状況に、例えば無線回線障害（Ｒａｄｉｏ　Ｌｉｎｋ　Ｆａｉｌｕｒｅ、「回線
断」ともいう）、ハンドオーバ障害（ＨＯ　Ｆａｉｌｕｒｅ）、スループット低下、パイ
ロット品質の低下等、予め定められた所定の条件に該当し、トリガとなるイベントが発生
すると、移動局は当該イベントの発生を、基地局に報告する。
【０００８】
　移動局が報告する測定内容としては、例えば、受信状況、および自身の位置、イベント
型の場合、イベントの種別が送信される。受信状況と自身の位置情報としては、サービン
グセル（現在サービスを提供しているセル）及び周辺セルの共通パイロット信号の受信品
質、ＧＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）位置情報等が用い
られる。さらに、一時的な移動局ＩＤ情報（ＴＭＳＩ（ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　ｍｏｂｉｌ
ｅ　ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ）；Ｌ３（ＲＲＣ）での識別
子）、時刻情報等を当該報告に含むようにしてもよい。移動局が測定結果の報告を基地局
に送信する際、無線回線障害又は基地局障害等により通信不能の場合、回線接続が再確立
して通信可能となったときに、移動局側にバッファされていた報告が、基地局に送信され
ることになる。基地局は、移動局からの報告を受信すると、該報告を、管理サーバに送信
する。
【０００９】
　管理サーバは報告情報を収集し、例えば、基地局のアンテナのチルト角等、無線パラメ
ータの再設定を行う。
【００１０】
　上記分析を行ったシステムに関して本願発明者らは、以下のような機能を備えたシステ
ムの実現が望ましいことを知見した。
【００１１】
　移動局において複数の無線通信システムの通信品質を測定可能な場合、例えば一の無線
通信システムについて他の無線通信システムと比べてその通信品質が劣る箇所や、システ
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ム間ハンドオーバの情報を取得可能とすることで、通信品質の分析を可能とし、さらに、
無線パラメータの調整により通信品質の確保等を行うことを可能としている。他社システ
ムよりも通信品質が劣る地点を改善することで、顧客満足の向上に貢献し得る。さらに他
社システムの分析を可能とし優位なサービスの提供も期待できる。
【００１２】
　本発明の目的は、一の無線通信システムが他の無線通信システムと比べて通信品質が劣
る箇所やシステム間ハンドオーバの情報を取得可能とする端末、システム、方法、プログ
ラム、基地局、管理サーバを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本願で開示される発明は、前記課題を解決するため、概略以下の構成とされる。
【００１４】
　本発明の１つのアスペクト（側面）によれば、第１の無線通信システムの基準となる周
波数の受信品質である第１の受信品質と、第２の無線通信システムの基準となる周波数の
受信品質である第２の受信品質とを比較し、前記第１の受信品質と前記第２の受信品質と
が優劣に関して予め定めた条件を満たすとき、前記第１の受信品質と前記第２の受信品質
の少なくとも一方を基地局に報告する移動端末が提供される。
【００１５】
　本発明の他の側面によれば、移動端末が、第１の無線通信システムの基準となる周波数
の受信品質である第１の受信品質と、第２の無線通信システムの基準となる周波数の受信
品質である第２の受信品質とを比較し、
　前記第１の受信品質と前記第２の受信品質とが優劣に関して予め定めた条件を満たすと
き、前記第１の受信品質と前記第２の受信品質の少なくとも一方を基地局に報告する無線
通信方法が提供される。
【００１６】
　本発明のさらに他の側面によれば、第１の無線通信システムの基準となる周波数の受信
品質である第１の受信品質と、第２の無線通信システムの基準となる周波数の受信品質で
ある第２の受信品質とを比較し、前記第１の受信品質と前記第２の受信品質とが優劣に関
して予め定めた条件を満たすとき、前記第１の受信品質と前記第２の受信品質の少なくと
も一方を基地局に報告する移動端末と、前記移動端末からの報告を受信する前記第１の無
線通信システム及び／又は前記第２の無線通信システムの基地局と、を備えた無線通信シ
ステムが提供される。
【００１７】
　本発明のさらに他の側面によれば、第１の無線通信システムの基準となる周波数の第１
の受信品質と、第２の無線通信システムの基準となる周波数の第２の受信品質とが優劣に
関して予め定めた条件を満たすとき、前記第１、第２の受信品質の少なくとも一方を報告
する移動端末から、前記報告を受ける基地局が提供される。本発明に係る基地局において
、前記第１、第２の無線通信システム間でのハンドオーバ発生時、前記移動端末から報告
されるハンドオーバ発生情報を受ける構成としてもよい。
【００１８】
　本発明のさらに他の側面によれば、第１の無線通信システムの基準となる周波数の第１
の受信品質と、第２の無線通信システムの基準となる周波数の第２の受信品質とが優劣に
関して予め定めた条件を満たすとき、第１、第２の受信品質の少なくとも一方を報告する
移動端末からの前記報告を、基地局を介して受ける管理サーバが提供される。本発明に係
る管理サーバにおいて、前記第１、第２の無線通信システム間でのハンドオーバ発生時、
前記移動端末から報告されるハンドオーバ発生情報を受ける構成としてもよい。
【００１９】
　本発明のさらに他の側面によれば、第１の無線通信システムの基準となる周波数の第１
の受信品質と、第２の無線通信システムの基準となる周波数の第２の受信品質とが優劣に
関して予め定めた条件を満たすとき、前記第１、第２の受信品質の少なくとも一方を報告
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する処理を、移動端末を構成するコンピュータに実行させるプログラムが提供される。本
発明においては、前記第１、第２の無線通信システム間でのハンドオーバ発生時、ハンド
オーバ発生情報を報告する処理をさらに前記コンピュータに実行させるプログラムを含ん
でもよい。
【００２０】
　本発明のさらに他の側面によれば、第１の無線通信システムの基準となる周波数の第１
の受信品質と、第２の無線通信システムの基準となる周波数の第２の受信品質とが優劣に
関して予め定めた条件を満たすとき、前記第１、第２の受信品質の少なくとも一方を報告
する移動端末から、前記報告を受ける処理を、基地局を構成するコンピュータに実行させ
るプログラムが提供される。
【００２１】
　本発明のさらに他の側面によれば、移動局からの報告に基地局を介して受信し無線パラ
メータの最適化を行う管理サーバを構成するコンピュータに、第１の無線通信システムの
基準となる周波数の第１の受信品質と、第２の無線通信システムの基準となる周波数の第
２の受信品質とが優劣に関して予め定めた条件を満たすとき、前記第１、第２の受信品質
の少なくとも一方を報告する移動端末からの前記報告を前記基地局を介して受ける処理を
実行させるプログラムが提供される。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明によれば、一の無線通信システムが他の無線通信システムと比べて通信品質が劣
る箇所や、システム間ハンドオーバの情報を取得可能としている。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明のシステム構成を説明する図である。
【図２】本発明を説明する図である。
【図３】本発明の一実施例のシステム構成を示す図である。
【図４】本発明の一実施例の基地局の構成を示す図である。
【図５】本発明の一実施例の移動局の構成を示す図である。
【図６】本発明の一実施例の管理サーバの構成を示す図である。
【図７】本発明の一実施例の移動局の別の構成例を示す図である。
【図８】本発明の一実施例の処理手順を説明する流れ図である。
【図９】図８のステップＳ１２の処理手順を説明する流れ図である。
【図１０】本発明の一実施例を説明する図である。
【図１１】本発明の別の実施例を説明する図である。
【符号の説明】
【００２４】
　１　ゲートウェイ
　２、２’、２”、２Ａ－１～２Ａ－３、２Ｂ－１～２Ｂ－２　基地局
　３　移動局
　４　管理サーバ
　５－１～５－ｎ　セル
　６　セル群（サービスエリア）
　２０、３０－１、３０－２　アンテナ
　２１、３１　無線送受信部
　２２、３２　受信データ処理部
　２３、３３　送信データ処理部
　２４　Ｓ１送受信部
　２５　測定指示生成部
　２６　報告指示生成部
　３４　バッファ部
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　３５　回線接続制御部
　３６　ＧＰＳ受信部　
　３７　測定制御部
　３７－１　閾値記憶部
　３７－２　タイマー
　３７－３　移動距離測定部
　３８　測定データ格納部
　３９　測定データ報告制御部
　４１　測定指示制御部　
　４２　データ格納部
　４３　送受信部
　４４　パラメータ最適化計算部
　４５　パラメータ再設定指示部
【発明を実施するための最良の形態】
【００２５】
　上記した本発明についてさらに詳細に説述すべく添付図面を参照して以下に説明する。
以下では、本発明の基本原理を説明し、つづいて実施例を説明する。
【００２６】
　図１は、本発明の一つの態様（モード）の動作原理を模式的に示す図である。図１に示
すように、移動局（移動端末）３は、現在、システムＡの基地局２と接続しているものと
する。移動局（移動端末）３は、例えば基地局２からの測定指示に基き、システムＡの複
数の周波数とシステムＢの複数の周波数のうち、それぞれのシステムについて互いに比較
の基準となる周波数の通信品質（例えば基地局２、２’からのパイロット信号の受信品質
）を測定する。測定の結果、ある地点で、システムＡの基準となる周波数の通信品質が、
システムＢの基準となる周波数の通信品質よりも劣る場合、移動局（移動端末）３は、そ
の旨を、好ましくは、当該地点の位置情報とともに、基地局２に報告する。移動局（移動
端末）３からの報告を受信した基地局２は、該報告を管理サーバ４に送信する。前記報告
には、移動局（移動端末）３がシステムＡの通信品質とシステムＢの通信品質を測定した
箇所（地点）の位置情報を含むようにしてもよい。これにより、管理サーバ４は、システ
ムＡの通信品質がシステムＢよりも劣る箇所を特定することができる。
【００２７】
　あるいは、移動局（移動端末）３において、例えばシステムＡとシステムＢの間でのハ
ンドオーバが発生した場合、移動局（移動端末）３は、ハンドオーバ発生情報を基地局２
（又は２’）を介して、管理サーバ４に報告する。ハンドオーバ時、移動局３は、システ
ムＡでの受信品質が所定の閾値を下回るとき、隣接セルをなすシステムＢの受信品質の測
定を開始する。移動局３は、ハンドオーバ発生時の位置情報、受信品質、ハンドオーバの
ソースとターゲットセルのＩＤ情報を報告する。なお、図１には、システムＡとシステム
Ｂのそれぞれの基地局２、２’のカバーするエリアが一部でのみ重なる構成が示されてい
るが、システムＡとシステムＢの基地局２、２’は同一のエリアをカバーするようにして
もよいことは勿論である。図１では、システムＡとシステムＢの基地局２、２’がそれぞ
れカバーするエリアを同一とすると、説明図として不明瞭となるという単に図面作成の都
合のみで、システムＡとシステムＢのゾーンが一部で互いに重なる構成として示されてい
る。
【００２８】
　図２を参照して、本発明の一態様の動作原理をさらに説明する。図２（Ｂ）に示すよう
に、システム（オペレータ）Ａとシステム（オペレータ）Ｂの下りリンクの周波数をそれ
ぞれＲＦ１－ＲＦ３、ＲＦ４－ＲＦ６とする。
【００２９】
　システムＡの使用周波数は、例えば図２（Ｃ）に示すように、エリア＃１、＃２では周
波数ＲＦ１、ＲＦ２とし、エリア＃３では周波数ＲＦ１とする。図２（Ｃ）に示すように
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、システムＡと周波数ＲＦ２で通信している移動局３がエリア＃２の端部に存在するもの
とする。
【００３０】
　移動局３において、システムＡの周波数ＲＦ２での通信品質が低下すると、例えば異周
波数ＲＦ１の通信品質の測定を開始し、異周波数ＲＦ１の通信品質が所定の閾値を超え、
もとの周波数ＲＦ２の通信品質が所定値以下となるか、あるいは、異周波数ＲＦ１の通信
品質ともとの周波数ＲＦ２の通信品質との差が所定の閾値以上に開くと、異周波数ＲＦ１
への切替え（異周波数ハンドオーバ）を行う。
【００３１】
　本発明においては、移動局３は、例えば基地局からの測定指示に応じて、システムＡの
周波数の通信品質の測定を行う際に、システムＡのほか他のシステムＢの周波数ＲＦ４－
ＲＦ６の測定も行う。なお、移動局３は、システムＡの周波数ＲＦ１－ＲＦ３とシステム
Ｂの周波数ＲＦ４－ＲＦ６の受信品質の測定に対応可能とされており、それぞれのシステ
ムの通信方式、周波数に切り替えて測定が行われる。
【００３２】
　この場合、移動局３が、現在使用中のシステムＡの周波数と、システムＢの周波数の比
較を行うにあたり、最良の通信品質の周波数同士の測定結果の比較でなければ、通信品質
を報告しても、有効なデータとはなりえない。
【００３３】
　そこで、本発明においては、システムＡとシステムＢの周波数のうち、例えば最良の受
信品質の周波数（この周波数は移動局が現在使用中の周波数に限定されない）の測定結果
を報告する。移動局が現在使用中の周波数がＲＦ２であるがＲＦ１の受信品質がＲＦ１－
ＲＦ３の受信品質の中で最良の場合、ＲＦ１の受信品質が報告される。
【００３４】
　また、例えば移動局３の現在位置である一地点での測定結果を報告し、その後、測定結
果の報告を一定期間禁止すると、多数の移動局からの報告を集めても、複数のどの報告も
同一地点での測定結果となり、他の地点での測定結果が得られない、という可能性がある
。
【００３５】
　そこで、本発明においては、図２（Ａ）に示すように、移動局３の移動に対して、異な
る地点でシステムＡとシステムＢの周波数を測定し、測定結果を管理サーバに報告する。
図２（Ａ）は、システムＡ、Ｂの共通パイロットチャネル（ＣＰＩＣＨ）の受信品質Ｅｃ
／Ｎｏ（希望波１チップ当たりのエネルギー対帯域内受信電力密度比）を、システムＡ周
波数ＲＦ１－ＲＦ３のうち最良の品質、システムＢの周波数ＲＦ４－ＲＦ６のうち最良の
品質について、それぞれ、移動局の移動距離に対する推移の一例を示したものである。図
２（Ａ）の見方として、ＲＦ１－ＲＦ３で示す品質特性において各移動距離での測定点（
●印で示す）の受信品質は、ＲＦ１－ＲＦ３のうちの最良の受信品質の周波数の測定結果
であり、ＲＦ４－ＲＦ６で示す品質特性において各測定点（●印で示す）の受信品質は、
ＲＦ４－ＲＦ６のうちの最良の受信品質の周波数の測定結果であり、各品質特性の曲線は
、離散的に行われる各測定点の受信品質を連続的（曲線近似等で）につなげて示したもの
である。
【００３６】
　本発明の一態様として、システムＡの周波数ＲＦ１－ＲＦ３、システムＢの周波数ＲＦ
４－ＲＦ６の通信品質のうち移動局で報告を行う基準となるものとして、システムＡとシ
ステムＢのそれぞれについて、最良の品質の周波数の測定結果を報告するが、周波数ＲＦ
１－ＲＦ３のうち最悪の品質と周波数ＲＦ４－ＲＦ６最悪の品質を報告してもよい。ある
いは、平均等、統計処理した結果を報告してもよい。
【００３７】
　かかる構成とすることで、例えばシステムＡの管理サーバにおいて例えば通信品質がシ
ステムＢと比べて劣る地点の情報を、サービスを提供するセルに関して網羅的に取得する
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ことができ、当該地点の通信品質の改善等を行うことでＣＳ（顧客満足）向上や、システ
ムＢ等へのハンドオーバの発生を抑制することを可能としている。以下、実施例に即して
説明する。
【実施例】
【００３８】
　図３は、本発明の一実施例のシステム構成を示す図である。図３を参照すると、本実施
例においては、無線通信システムＡの複数の基地局（２Ａ－１、２Ａ－２、２Ａ－３・・
・）と、複数の基地局に接続されるゲートウェイ（ＧＷ）１と、ゲートウェイ１に接続さ
れる管理サーバ４とを備えている。基地局（２Ａ－１、２Ａ－２、２Ａ－３・・・）は、
管理サーバ４からの測定指示を受け、配下の移動局３に対して測定指示を通知する。また
、無線通信システムＢの複数の基地局（２Ｂ－１、２Ｂ－２・・・）が設けらている。無
線通信システムＢの複数の基地局（２Ｂ－１、２Ｂ－２、・・・）のセルのゾーン（不図
示）は、無線通信システムＡのセル（５－１、５－２、・・・）と別であってもよいし、
一部又は全部で重なっていてもよい。
【００３９】
　本発明の一実施例においては、例えばシステムＡに加入する移動局３が第１のセル（例
えば図３の５－１）で受信品質が低下し、システムＡの異周波数への異周波数ハンドオー
バを行うか、あるいはシステムＢの基地局２Ｂ－１へシステム間ハンドオーバを行う場合
、システムＡ、システムＢのそれぞれの共通パイロットチャネル（ＣＰＩＣＨ）の受信品
質の測定を開始する。この測定は、所定時間間隔、又は、所定移動距離毎に行われ、シス
テムＡの周波数の最良の品質の測定結果と、システムＢの周波数の最良の品質の測定結果
が、移動局３の位置情報とともに報告される。その際、システムＡの最良の品質がシステ
ムＢの最良の品質よりも劣る場合に、報告を行うようにしてもよい。本実施例において、
報告は、システムＡの最良の受信品質がシステムＢの最良の受信品質よりも劣る地点（し
たがって受信品質の測定地点）の位置情報（例えばＧＰＳ位置情報）を含むようにしても
よい。
【００４０】
　本実施例において、移動局３は、基地局からの測定指示を受けて、システムＡ、システ
ムＢの共通パイロットチャネル（ＣＰＩＣＨ）の受信品質の測定を開始する。
【００４１】
　移動局３からの測定結果の報告は、システムＡの基地局を介してシステムＡの管理サー
バ４に送信される。
【００４２】
　なお、図３には、システムＢ側のゲートウェイ、管理サーバは図示されていないが、シ
ステムＢ側でも、システムＢの加入者（移動局）から、システムＢのほか、システムＡの
通信品質を報告する構成としてもよいことは勿論である。また、移動局３は、管理サーバ
４への報告を、測定後直ちに送信せず、移動局３内にバッファリングしておき、後刻送信
するか、測定を行った移動局とは別の基地局を介して送信するようにしてもよい。
【００４３】
　以下では、図３に示したシステムにおける基地局、移動局、管理サーバについて説明す
る。なお、以下で説明する構成は、理解の容易化のために、機能分割してブロックにて図
式化したものであり、本発明は、以下の構成に限定されるものでないことは勿論である。
【００４４】
　図４は、基地局の構成の一例を示す図である。図４を参照すると、アンテナ２０と、無
線送受信部２１と、受信データ処理部２２と、送信データ処理部２３と、Ｓ１送受信部２
４と、測定指示生成部２５と、報告指示生成部２６を備えている。各要素はそれぞれ概略
以下の機能を有する。
【００４５】
　送信データ処理部２３は、Ｓ１送受信部２４からのデータを受け、送信データをエラー
訂正符号化、データ変調を行い（ＣＤＭＡの場合、拡散符号で拡散したのち）、アナログ
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信号に変換する。無線送受信部２１の送信部（不図示）は、送信データ処理部２３からの
送信データを変調、周波数変換したＲＦ信号を電力増幅してデュプレクサ（不図示）から
アンテナ２０に供給する。アンテナ２０で受信した信号は、デュプレクサ（不図示）を介
して無線送受信部２１の受信部（不図示）に送られ、受信ＲＦ信号を増幅・周波数変換し
復調して受信データ処理部２２に供給する。
【００４６】
　受信データ処理部２２は、受信信号（例えばアナログ信号）をデジタル信号に変換し（
ＣＤＭＡの場合、受信信号の拡散符号と同一の拡散符号で逆拡散しレイク合成等したのち
）、データ復調、エラー訂正復号を行う。また、受信データ処理部２２は、受信データの
うち測定結果の報告情報をＳ１送受信部２４からゲートウェイ（図３の１）を介して管理
サーバ（図３の４）に送信する。
【００４７】
　測定指示生成部２５は、移動局に送信する測定指示を生成する。測定指示生成部２５は
、管理サーバ４（後に図６を参照して説明される）から発行された測定指示（少なくとも
測定対象のセルと測定項目を含む）に基づいて、移動局に対して測定指示を生成する。
【００４８】
　本実施例において、この測定指示には、前述したように、別のシステムの周波数の受信
品質の測定指示も含まれる。
【００４９】
　報告指示生成部２６は、測定結果の報告指示を、送信データ処理部２３、無線送受信部
２１を介して、移動局に報知する。測定結果の報告指示は、後述されるように、管理サー
バから基地局に通知される。基地局において、受信データ処理部２２、送信データ処理部
２３、Ｓ１送受信部２４、測定指示生成部２５、報告指示生成部２６の処理の少なくとも
一部は、移動局を構成するコンピュータで動作するプログラムによって実現するようにし
てもよいことは勿論である。
【００５０】
　図５は、移動局の構成の一例を示す図である。図５を参照すると、移動局は、無線送受
信部３１と、受信データ処理部３２と、送信データ処理部３３と、バッファ部３４と、回
線接続制御部３５と、ＧＰＳ受信部３６と、測定制御部３７と、閾値記憶部３７－１と、
タイマー３７－２と、測定データ格納部３８と、測定データ報告制御部３９と、を備えて
いる。各要素はそれぞれ概略以下の機能を有する。
【００５１】
　バッファ部３４は、送信データ、受信データを蓄積する。なお、図５では、説明の簡単
のため、バッファ部３４を１つの構成としているが、バッファ部３４は、送信データバッ
ファ、受信データバッファとして別々の構成としてもよいことは勿論である。バッファ部
３４に蓄積された送信データは、送信データ処理部３３でエラー訂正符号化、データ変調
し（ＣＤＭＡの場合、拡散符号で拡散したのち）、アナログ信号に変換する処理が行われ
る。無線送受信部３１の送信部（不図示）は、送信データ処理部３３からの送信データを
変調し周波数変換したＲＦ信号を電力増幅してデュプレクサ（不図示）からアンテナ３０
－１に供給する。無線送受信部３１の受信部（不図示）は、アンテナ３０－１からの信号
をデュプレクサ（不図示）を介して受け、受信ＲＦ信号を増幅・周波数変換し復調して受
信データ処理部３２に供給する。
【００５２】
　受信データ処理部３２は、受信信号をデジタル信号に変換し（ＣＤＭＡの場合、受信信
号の拡散符号と同一の拡散符号で逆拡散しレイク（Ｒａｋｅ）合成等したのち）、データ
復調、エラー訂正復号を行い、バッファ部３４に格納する。バッファ部３４に一時的に蓄
積された受信データは、読み出されてそれぞれの用途に利用される。
【００５３】
　回線接続制御部３５は、基地局との間で回線接続の確立、タイムアウト等エラー発生時
における再送制御、接続維持、再接続試行、切断、ハンドオーバ制御等を行う。
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【００５４】
　移動局が、複数の無線通信システム（例えば第３世代システムと第２世代システム、異
なる通信事業者のシステム）と通信可能な場合、無線送受信部３１、受信データ処理部３
２、送信データ処理部３３は、回線接続制御部３５の制御のもと、通信先のシステムの無
線通信方式、周波数への切り替えが行われる。
【００５５】
　ＧＰＳ受信部３６は、ＧＰＳ衛星からの信号をアンテナ３０－２で受信し位置情報（経
度、緯度、高さ）を算出する。本実施例において、移動局から基地局、管理サーバに報告
されるセル情報として用いられる位置情報としてＧＰＳ受信部３６で取得されたＧＰＳ位
置情報が用いられる。ただし、移動局から基地局、管理サーバに報告されるセル情報とし
て用いられる位置情報はＧＰＳ位置情報に限定されるものでないことは勿論である。すな
わち、ＧＰＳ位置情報を用いず、移動局において、基地局からの電波伝播時間、基地局の
位置情報と、移動局との送受信方向等に基き、移動局の位置を検出するようにしてもよい
。あるいは移動局における複数の基地局の電波受信の位相差等を基に位置情報を検出する
ようにしてもよい（例えば特許文献２等参照）。
【００５６】
　測定制御部３７は、無線送受信部３１で受信した測定指示（この測定指示は基地局から
送信される）に基づき、無線通信システムの複数の周波数について基準となる周波数の受
信品質の測定を行い、測定結果を、測定データ格納部３８に格納する。一例として、測定
制御部３７は、測定結果と、ＧＰＳ受信部３６で取得された移動局の位置情報、移動局Ｉ
Ｄ情報（ＴＭＳＩ）、時刻情報等を、後の報告のために対応させて、測定データ格納部３
８に記憶しておく。
【００５７】
　測定制御部３７は、基地局から送信された測定指示に基き、共通パイロット信号の受信
レベル（受信品質）の測定、測定周期の設定等を行う。
【００５８】
　また、測定制御部３７は、基地局から送信された測定指示に基き、無線送受信部３１で
受信した、現在通信中の一の無線通信システムの周波数の受信品質、一の無線通信システ
ムの他の周波数の受信品質、他の無線通信システムの周波数の受信品質を所定の時間間隔
で周期的に行い、測定結果を、例えばＧＳＰ位置情報と対応させて、測定データ格納部３
８に格納する。
【００５９】
　なお、移動局において、測定制御部３７は、管理サーバ、基地局からの測定指示に基づ
き測定を行い、測定項目、測定周期等も、管理サーバ、基地局からの指示に基き設定され
る。なお、測定制御部３７において、受信品質の測定は、前述したＥｃ／Ｎｏに限定され
るものでなく、受信レベル（受信電力）あるいは、受信電力と干渉信号との比（Ｅｃ／Ｉ
ｏ）を受信電力品質としてもよい。
【００６０】
　閾値記憶部３７－１には、周波数の受信品質を周期的に行う場合の周期情報や、周波数
の受信品質を所定の移動距離毎に行う場合、移動距離の単位も閾値として閾値記憶部３７
－１に格納される。
【００６１】
　これらの閾値は、標準の値又はデフォルト値を事前に閾値記憶部３７－１に保持する構
成としてもよいし、あるいは、例えば移動局が位置登録等を行った基地局側から移動局に
送信される制御情報あるいは測定指示情報に、この閾値情報を含ませる構成としてもよい
。この場合、無線送受信部３１、受信データ処理部３２で受信した基地局からの制御情報
（閾値情報）は、測定制御部３７を介して閾値記憶部３７－１に格納される。
【００６２】
　タイマー３７－２は、測定制御部３７で実行する、受信品質の測定周期の管理や、回線
断からの所定時間内での再接続の制御におけるタイミング管理等、各種タイミング制御の
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ために用いられる。タイマー３７－２は、タイムアウト時間の長さによっては、カウンタ
のカウント動作をソフトウェアで行うソフトウェア・タイマーで構成してもよい。タイマ
ー３７－２は、測定制御部３７からの停止信号（コマンド）、あるいは、リセット信号（
コマンド）により、カウント動作の停止、あるいは、カウント値がリセットされる。
【００６３】
　測定データ報告制御部３９は、複数の無線通信システムの周波数の測定結果、あるいは
、ハンドオーバ発生時のハンドオーバ情報を、基地局に送信する制御を担う。後に図８を
参照して説明されるように、測定制御部３７において、複数の無線通信システムの基準と
なる周波数の受信品質を所定回数測定した場合、あるいは、所定の期間、該測定を実行し
た場合、測定データ報告制御部３９は、測定データ格納部３８に格納されている複数の無
線通信システムの基準となる周波数の受信品質を含む報告を作成し、送信データ処理部３
３、無線送受信部３１を介して基地局に送信する。該報告は、移動局が、ある箇所で、複
数の無線通信システムの基準となる周波数の受信品質をそれぞれ測定した場合、当該箇所
の位置情報（例えばＧＰＳ位置情報）を含むようにしてもよい。また、該報告は、ある無
線通信システムの基準となる周波数の受信品質が他の無線通信システムの基準となる受信
品質よりも劣る場合に、あるシステムの基準となる周波数の受信品質が他のシステムの基
準となる受信品質よりも劣る地点の位置情報を含むようにしてもよい。なお、基地局への
測定結果の報告に対して、測定データ報告制御部３９は、回線接続制御部３５の回線接続
状態等に基づき、測定結果の報告の送信、禁止の制御を行うようにしてもよい。例えば回
線接続制御部３５で無線回線障害検出時には、測定データ報告制御部３９は、測定データ
格納部３８に格納された測定結果の報告の送信は行わず、無線回線再確立時あるいは再確
立時以降の所定のタイミングで報告を送信するようにしてもよい。その際、測定報告の集
中を分散させるため、所定の確率（例えば１０％）で測定報告を行う等、基地局への測定
報告の送信を、確率的に行うようにしてもよい。
【００６４】
　送信データ処理部３３は、通話時の音声データ、メール等の通信データの送信を行うほ
か、測定データ報告制御部３９の指示を受け、測定結果の報告を行う場合に、測定データ
報告制御部３９により作成された報告を、無線送受信部３１から送信する。なお、移動局
における、測定制御部３７、測定データ報告制御部３９の処理の少なくとも一部は、移動
局を構成するコンピュータで動作するプログラムによって実現するようにしてもよいこと
は勿論である。
【００６５】
　図６は、図３の管理サーバ４の構成の一例を示す図である。図６を参照すると、管理サ
ーバ４は、測定指示制御部４１と、データ格納部４２と、送受信部４３と、パラメータ最
適化計算部４４と、パラメータ再設定指示部４５とを備えている。各要素はそれぞれ概略
以下の機能を有する。
【００６６】
　測定指示制御部４１は、基地局を介して移動局に測定指示を発行する。測定指示には、
測定を、周期型、イベント型、オン・デマンド型等のいずれで行うか、及び、測定すべき
項目を含む。なお、測定指示で指定される測定の型は、これらに限定されるものでないこ
とは勿論である。
【００６７】
　本実施例において、測定指示で指定される測定項目には、移動局が加入するシステム（
自システム）と他システムの受信品質の測定指示（測定制御）も含まれる。その際、この
測定指示には、移動局で行われる自システムと他システムの受信品質の測定間隔（時間間
隔）あるいは距離間隔、測定回数の上限あるいは測定時間の上限等の測定を制御する各種
パラメータを含む構成としてもよい。さらに、自システムと他システムの受信品質の大小
関係がいかなるときに、移動局が測定結果を報告するか、該報告にはいかなる情報を含ま
せるかを指定するようにしてもよい。
【００６８】



(16) JP 5392091 B2 2014.1.22

10

20

30

40

50

　測定指示制御部４１からの測定指示は、送受信部４３からゲートウェイ（ＧＷ装置）（
図３の１）に転送され、ゲートウェイから基地局に転送され、基地局から無線でセル内の
移動局に通知される。
【００６９】
　送受信部４３は、移動局からの報告情報を基地局、ゲートウェイ（ＧＷ装置）（図３の
１）を介して受信し、受信した報告情報をデータ格納部４２に格納する。
【００７０】
　パラメータ最適化計算部４４は、データ格納部４２から報告情報を読み出し、報告情報
に基づき、対応する基地局の電力やアンテナのチルト角等の無線パラメータについて、最
適化のための計算を行う。パラメータ最適化計算部４４で新たに計算された無線パラメー
タが、既に設定済みの無線パラメータと異なる場合、パラメータ再設定指示部４５は、パ
ラメータ再設定指示をゲートウェイ（図３の１）を介して基地局に送信する。基地局では
、受け取ったパラメータ再設定指示に基づき電力やアンテナのチルト角等を設定する。管
理サーバ４において、測定指示制御部４１、データ格納部４２、送受信部４３、パラメー
タ最適化計算部４４、パラメータ再設定指示部４５の処理の少なくとも一部は、移動局を
構成するコンピュータで動作するプログラムによって実現するようにしてもよいことは勿
論である。
【００７１】
　図７は、図５に示した移動局の変形例を示す図である。図７に示すように、本実施例に
おいて、移動局は、移動距離測定部３７－３を備えている。本実施例においては、基地局
からの測定指示に基き、測定制御部３７で移動局が加入するシステム及び他のシステムの
周波数の受信品質を測定する場合、測定制御部３７からのスタートコマンドを受けて、移
動距離測定部３７－３は移動距離の測定を開始する。そして、測定した移動距離が、閾値
記憶部３７－１に記憶されている閾値に達すると、移動距離測定部３７－３は測定制御部
３７、測定データ報告制御部３９に通知する制御を行う。測定制御部３７は、所定の移動
距離ごとに受信品質の測定を行い、測定結果を測定データ格納部３８に格納する。測定を
所定回数行うか、測定を開始してから所定の時間経過した場合、測定データ報告制御部３
９は、測定データ格納部３８に格納された測定結果をもとに測定の報告を作成し、送信デ
ータ処理部３３、無線送受信部３１を介して基地局に送信する。
【００７２】
　図８は、本発明の一実施例の処理手順を説明する流れ図である。図５と図８を参照して
、本発明の一実施例における他のシステムとの比較測定の手順を説明する。
【００７３】
　移動局は、基地局から測定指示を受信する（ステップＳ１１）。この測位指示は、移動
局の無線送受信部３１を介して受信データ処理部３２で受信され、測定制御部３７に通知
される。
【００７４】
　移動局の測定制御部３７では、当該移動局が加入しているシステム（ここでは「第１の
無線通信システム」とする）のほかに他のシステム（「第２の無線通信システム」とする
）の受信品質も測定する（ステップＳ１２の他システムとの比較測定）。この測定におい
て、測定制御部３７は、図２に示した例の場合、第１の無線通信システム（図２（Ｂ）の
システムＡ）の周波数ＲＦ１－ＲＦ３の受信品質をそれぞれ順次測定し、第２の無線通信
システム（図２（Ｂ）のシステムＢ）の周波数ＲＦ４－ＲＦ６の受信品質をそれぞれ順次
測定し、測定データ格納部３８に格納する。その際、移動局の位置情報（測定箇所の位置
情報）、時間情報等も併せて測定データ格納部３８に格納するようにしてもよい。測定制
御部３７は、第１、第２の無線通信システムの周波数の受信品質の測定結果が、所定の大
小関係（例えば第１の無線通信システムの周波数の受信品質が第２の無線通信システムの
周波数の受信品質よりも低い）を満たすとき、測定データ格納部３８に格納するようにし
てもよい。こうすることで、測定データ格納部３８には、報告対象の測定結果が選択的に
格納されることになる（報告対象とされない測定結果は廃棄される）。
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【００７５】
　移動局の測定制御部３７において、他システムとの比較測定を所定回数行ったか（この
測定回数は、例えば測定制御部３７内で管理される）、他システムとの比較測定を所定の
時間行った場合（この時間は、例えば移動局のタイマー３７－２で管理される）等、測定
終了条件をみたしている場合（ステップＳ１３のＹＥＳ）、測定データ報告制御部３９は
、測定結果の報告を作成し、送信データ処理部３３、無線送受信部３１を介して基地局に
送信する（ステップＳ１５）。なお、測定の報告は、後刻行うようにしてもよい。例えば
、システムＡからシステムＢにハンドオーバした場合、回線障害等において、システムＡ
の基地局と再接続したとき、測定データ格納部３８にバッファリングしておいた報告をシ
ステムＡの管理サーバに送信する。
【００７６】
　移動局の測定制御部３７において、測定終了条件をみたしていない場合（ステップＳ１
３のＮＯ）、所定時間経過後（ステップＳ１４）、第１の無線通信システムと第２の無線
通信システムの受信品質の測定（他システムとの比較測定）を再び行う(ステップＳ１３)
。すなわち、測定終了条件をみたしていない場合（ステップＳ１３のＮＯ）、測定制御部
３７は、タイマー３７－２をスタートさせ、タイマー３７－２でタイムアウト時、他シス
テムとの比較測定を行う。
【００７７】
　なお、ステップＳ１３の測定終了条件として、時間を用いる場合、タイマー３７－２は
、測定終了条件管理用のタイマーをさらに備える。ステップＳ１１で測定指示を受信した
のち、最初に自システムと他のシステムの受信品質の測定を行う直前に、測定制御部３７
は、測定終了条件管理用のタイマーをスタートさせる。
【００７８】
　あるいは、測定終了条件をみたしていない場合（ステップＳ１３のＮＯ）、移動局の測
定制御部３７は、移動距離測定部３７－３による移動距離の測定をスタートさせ、所定距
離移動した場合、自システムと他のシステムの受信品質の測定を再び行う(ステップＳ１
２)。
【００７９】
　図９は、本発明の一実施例の処理手順を説明する流れ図であり、図８のステップＳ１２
の処理の詳細を示す図である。図５と図９を参照して、本発明の一実施例における他のシ
ステムとの比較測定手順を説明する。
【００８０】
　移動局の測定制御部３７は第１の無線通信システム（システムＡ）の周波数ＲＦ１－Ｒ
Ｆ３のうち最良のＲＦ品質Ｑ１を測定する（ステップＳ２１）。
【００８１】
　測定制御部３７は測定結果Ｑ１と閾値記憶部３７－１の閾値Ｔｈを比較し、Ｑ１＜Ｔｈ
であれば（ステップＳ２２のＹＥＳ）、第２の無線通信システム（システムＢ）の周波数
ＲＦ４－ＲＦ６のうち最良のＲＦ品質Ｑ２を測定する（ステップＳ２３）。
【００８２】
　Ｑ１に所定のマージン（オフセット）を加算した値Ｑ１＋Ｍａｒｇｉｎと、Ｑ２を比較
し、Ｑ１＋ＭａｒｇｉｎがＱ２よりも小さければ（ステップＳ２４のＹＥＳ）、測定制御
部３７は、ＧＰＳ受信部３６から位置情報を取得し、測定結果Ｑ１、Ｑ２と位置情報を測
定データ格納部３８に格納する（ステップＳ２６）。
【００８３】
　図１０は、本発明の一実施例を説明するための図である。図１０（Ａ）は、システムＡ
とシステムＢの下り回線の周波数配置を示す図であり、上り回線の無線周波数は、下り回
線の周波数間隔と同様に配置されている。図１０（Ｂ）において、ＲＦ２を使用中の移動
局３は、図８のステップＳ１２の他システムとの比較測定において、ＲＦ１の品質とＲＦ
４－ＲＦ６の品質の比較を行う。
【００８４】
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　移動局３の現在の位置において、移動局３が使用中のシステムＡの周波数ＲＦ２と他の
システムＢの周波数ＲＦ４を比較した結果、ＲＦ２の受信品質はＲＦ４の受信品質よりも
劣っている場合、本実施例では、移動局３の測定制御部３７は、システムＡの他の周波数
ＲＦ１とシステムＢの周波数ＲＦ４を比較する。このため、ＲＦ１の受信品質がＲＦ４の
受信品質よりも良好な場合、移動局の測定制御部３７において、システムＡの受信品質が
システムＢの受信品質よりも劣っているとは判断されず、報告対象とされない。
【００８５】
　この結果、他のシステムに比べて通信品質が劣る地点のみ、選択的に測定情報を報告す
ることができる。本発明において、システムＡとシステムＢの周波数の受信品質の測定は
、携帯電話等の移動局に限定されるものでなく、複数のシステムの周波数の受信品質を複
数の異なる箇所で測定可能な任意の端末であってもよい。
【００８６】
　図１１は、本発明の一実施例におけるシステム間ハンドオーバ（インターＲＡＴ（Ｒａ
ｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ）ともいう）を模式的に説明する図である
。図１１（Ａ）は、システムＡとシステムＢの下り回線の周波数配置を示す図であり、上
り回線の無線周波数は、下り回線の周波数間隔と同様に配置されている。図１１（Ｂ）に
示すように、システムＡと通信する移動局３がシステムＡのセル＃２（周波数ＲＦ１）の
端部にまで移動しシステムＢのセル＃２（周波数ＲＦ４）で再接続したとき、ハンドオー
バ情報（イベント種別、位置情報、受信品質情報等を含む）を報告する。なお、移動局３
は、同一周波数ハンドオーバ、異周波数ハンドオーバについては報告しない。システムの
一例として、システムＡとシステムＢの一方が、ＷＣＤＭＡ（Ｗｉｄｅ　ｂａｎｄ　Ｃｏ
ｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｐｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）システム（３Ｇシステム）
、他方はＧＳＭ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｍｏｂｉｌｅ　ｃｏｍｍｕｎｉ
ｃａｔｉｏｎｓ）システムからなる。あるいは、システムＡとシステムＢの一方がＬＴＥ
（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）システム、他方はＷｉＭＡＸ（Ｗｏｒｌｄ
ｗｉｄｅ　ｉｎｔｅｒｏｐｅｒａｂｉｌｉｔｙ　ｆｏｒ　Ｍｉｃｒｏｗａｖｅ　Ａｃｅｓ
ｓ）システムからなる構成としてもよい。
【００８７】
　本実施例によれば、システム間ハンドオーバが発生した場合に、管理サーバに報告する
ことで、他システムへの切替が多発する地点等を特定可能とし、品質を改善することで、
他システムへの流出を回避することができる。
【００８８】
　なお、本発明において、移動局３で測定したシステムＡ、Ｂの周波数の受信品質の測定
結果（例えばシステムＡのＲＦ１とシステムＢのＲＦ４の）を移動局３の画面上の表示出
力する構成としてもよい。
【００８９】
　上記した本発明の実施例を以下に付記する。
【００９０】
［１］実施例の移動端末は、
　第１の無線通信システムの基準となる周波数の受信品質である第１の受信品質と、第２
の無線通信システムの基準となる周波数の受信品質である第２の受信品質とを比較し、前
記第１の受信品質と前記第２の受信品質とが優劣に関して予め定めた条件を満たすとき、
前記第１の受信品質と前記第２の受信品質の少なくとも一方を基地局に報告する。
【００９１】
［２］実施例の移動端末は、［１］の移動端末において、
　前記第１の無線通信システムの複数の周波数のうち少なくとも１つの周波数の受信品質
と、前記第２の無線通信システムの複数の周波数のうち少なくとも１つの周波数の受信品
質とを測定し、
　測定された周波数の受信品質に関して、前記第１の無線通信システムの基準となる周波
数の受信品質である第１の受信品質と、前記第２の無線通信システムの基準となる周波数
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の受信品質である第２の受信品質とが優劣に関して予め定めた条件を満たす場合、その旨
を、前記基地局に報告する。
【００９２】
［３］実施例の移動端末は、［１］又は［２］の移動端末において、
　前記第１の受信品質と前記第２の受信品質のうち予め定められた一方が他方よりも劣る
場合、前記第１の受信品質と前記第２の受信品質の少なくとも一方を報告する。
【００９３】
［４］実施例の移動端末は、［１］乃至［３］のいずれかの移動端末において、
　前記第１の受信品質と前記第２の受信品質のうち予め定められた一方が他方よりも劣る
場合、予め定められた所定の時間間隔、又は、予め定められた距離間隔で、前記第１の受
信品質と前記第２の受信品質の少なくとも一方の測定を行う。
【００９４】
［５］実施例の移動端末は、［４］の移動端末において、
　前記第１の受信品質と前記第２の受信品質の少なくとも一方の測定を、予め定められた
回数、又は、予め定められた期間、実行したのち、前記測定結果を報告する。
【００９５】
［６］実施例の移動端末は、［１］乃至［５］のいずれかの移動端末において、
　前記第１の受信品質は、前記第１無線通信システムの最良、又は最悪の受信品質が得ら
れる周波数の受信品質、又は、統計処理した受信品質であり、
　前記第２の受信品質は、前記第１の受信品質に対応して、前記第２の無線通信システム
で最良、又は最悪の受信品質が得られる周波数の受信品質、又は、統計処理した受信品質
である。
【００９６】
［７］実施例の移動端末は、［１］乃至［５］のいずれかの移動端末において、
　前記第１の受信品質は、前記第１の無線通信システムの周波数について前記移動端末で
使用及び未使用の周波数のうち最良の受信品質が得られる周波数の受信品質であり、
　前記第２の受信品質は、前記第２の無線通信システムの周波数について前記移動端末で
使用及び未使用の周波数のうち最良の受信品質が得られる周波数の受信品質である。
【００９７】
［８］実施例の移動端末は、［１］乃至［５］のいずれかの移動端末において、
　前記第１の受信品質と前記第２の受信品質は、それぞれ、前記第１、第２の無線通信シ
ステムの周波数のうち前記移動端末が使用する周波数の受信品質である。
【００９８】
［９］実施例の移動端末は、［８］の移動端末において、
　前記第１、第２の無線通信システム間でのハンドオーバ発生時、ハンドオーバ発生情報
を報告する。
【００９９】
［１０］実施例の移動端末は、［１］乃至［５］のいずれかの移動端末において、
　前記報告は、前記第１の受信品質と前記第２の受信品質の測定箇所の位置情報を含む。
【０１００】
［１１］実施例の移動端末は、［１］乃至［１０］のいずれかの移動端末において、
　前記第１の無線通信システムと前記第２の無線通信システムのそれぞれの周波数の受信
品質を測定する手段と、
　前記第１の無線通信システムと前記第２の無線通信システムのそれぞれの周波数の受信
品質の測定結果を比較し、前記比較の結果、前記第１の無線通信システムと前記第２の無
線通信システムの周波数の受信品質が所定の大小関係をみたす場合、前記第１の無線通信
システムと前記第２の無線通信システムのそれぞれの周波数の受信品質の測定結果を記憶
部に格納する手段と、
　前記測定が終了したのち、前記記憶部に格納された測定結果に基き報告を作成し、前記
報告を、前記第１の無線通信システム及び／又は前記第２の無線通信システムの基地局に
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送信する手段と、を備えている。
【０１０１】
［１２］実施例の移動端末は、［１１］の移動端末において、
　前記第１の無線通信システムの複数の周波数のうち基準となる周波数の受信品質である
第１の受信品質の測定結果と、前記第２の無線通信システムの複数の周波数のうち基準と
なる周波数の第２の受信品質の測定結果のうち、予め定められた一方が、予め定められた
閾値よりも劣る場合において、
　前記第１の受信品質の測定結果と前記第２の受信品質の測定結果のうち予め定められた
前記一方に所定のマージンを加え、
　前記第１の受信品質の測定結果と前記第２の受信品質の測定結果のうち予め定められた
前記一方に所定のマージンを加えた値が他方の値よりも小さい場合に、前記第１の受信品
質と前記第２の受信品質の測定結果の少なくとも一方を、位置情報とともに、前記記憶部
に格納する手段を備えている。
【０１０２】
［１３］実施例の移動端末は、［１］乃至［１２］のいずれかの移動端末において、
　前記第１の無線通信システムと前記第２の無線通信システムの受信品質の測定結果を出
力する手段を備えている。
【０１０３】
［１４］実施例の通信方法は、移動端末が、第１の無線通信システムの基準となる周波数
の受信品質である第１の受信品質と、第２の無線通信システムの基準となる周波数の受信
品質である第２の受信品質とを比較し、
　前記第１の受信品質と前記第２の受信品質とが優劣に関して予め定めた条件を満たすと
き、前記第１の受信品質と前記第２の受信品質の少なくとも一方を基地局に報告する。
【０１０４】
［１５］実施例の移動端末は、［１４］の無線通信方法において、
　前記移動端末が、前記第１の無線通信システムの複数の周波数のうち少なくとも１つの
周波数の受信品質と、前記第２の無線通信システムの複数の周波数のうち少なくとも１つ
の周波数の受信品質とを測定し、
　測定された周波数の受信品質に関して、前記第１の無線通信システムの基準となる周波
数の受信品質である第１の受信品質と、前記第２の無線通信システムの基準となる周波数
の受信品質である第２の受信品質とが優劣に関して予め定めた条件を満たす場合、その旨
を基地局に報告する。
【０１０５】
［１６］実施例の無線通信方法は、［１４］又は［１５］の無線通信方法において、
　前記第１の受信品質と前記第２の受信品質のうち予め定められた一方が他方よりも劣る
場合、前記移動端末は、前記第１の受信品質と前記第２の受信品質の少なくとも一方を報
告する。
【０１０６】
［１７］実施例の無線通信方法は、［１４］乃至［１６］のいずれかの無線通信方法にお
いて、
　前記第１の受信品質と前記第２の受信品質のうち予め定められた一方が他方よりも劣る
場合、前記移動端末は、予め定められた所定の時間間隔、又は、予め定められた距離間隔
で、前記第１の受信品質と前記第２の受信品質の少なくとも一方の測定を行う。
【０１０７】
［１８］実施例の無線通信方法は、［１７］の無線通信方法において、
　前記移動端末は、前記第１の受信品質と前記第２の受信品質の少なくとも一方の測定を
、予め定められた回数、又は予め定められた期間、実行したのち、前記測定結果を報告す
る。
【０１０８】
［１９］実施例の無線通信方法は、［１４］乃至［１８］のいずれかの無線通信方法にお
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いて、
　前記第１の受信品質は、前記第１無線通信システムの最良、又は最悪の受信品質が得ら
れる周波数の受信品質、又は、統計処理した受信品質であり、
　前記第２の受信品質は、前記第１の受信品質に対応して、前記第２の無線通信システム
で最良、又は最悪の受信品質が得られる周波数の受信品質、又は、統計処理した受信品質
である。
【０１０９】
［２０］実施例の無線通信方法は、［１４］乃至［１８］のいずれかの無線通信方法にお
いて、
　前記第１の受信品質は、前記第１の無線通信システムの周波数について前記移動端末で
使用及び未使用の周波数のうち最良の受信品質が得られる周波数の受信品質であり、
　前記第２の受信品質は、前記第２の無線通信システムの周波数について前記移動端末で
使用及び未使用の周波数のうち最良の受信品質が得られる周波数の受信品質である。
【０１１０】
［２１］実施例の無線通信方法は、［１４］乃至［１８］のいずれかの無線通信方法にお
いて、
　前記第１の受信品質と前記第２の受信品質は、それぞれ、前記第１、第２の無線通信シ
ステムの周波数のうち前記移動端末が使用する周波数の受信品質である。
【０１１１】
［２２］実施例の無線通信方法は、［２１］の無線通信方法において、
　前記第１、第２の無線通信システム間でのハンドオーバ発生時、前記移動端末は、ハン
ドオーバ発生情報を報告する。
【０１１２】
［２３］実施例の無線通信方法は、［１４］乃至［１８］のいずれかの無線通信方法にお
いて、前記報告は、前記第１の受信品質と前記第２の受信品質の測定箇所の位置情報を含
む。
【０１１３】
［２４］実施例の無線通信方法は、［１４］乃至［１８］のいずれかの無線通信方法にお
いて、
　前記移動端末は、前記第１の無線通信システムの複数の周波数のうち基準となる周波数
の受信品質である第１の受信品質の測定結果と、前記第２の無線通信システムの複数の周
波数のうち基準となる周波数の受信品質である第２の受信品質の測定結果のうち予め定め
られた一方と予め定められた閾値とを比較し、
　前記第１の受信品質の測定結果と前記第２の受信品質のうち予め定められた一方が前記
閾値よりも劣る場合において、
　前記第１の受信品質の測定結果と前記第２の受信品質の測定結果のうち予め定められた
前記一方に所定のマージンを加え、
　前記第１の受信品質の測定結果と前記第２の受信品質の測定結果のうち予め定められた
前記一方に所定のマージンを加えた値が、他方の値よりも小さい場合に、前記第１の受信
品質と前記第２の受信品質の測定結果の少なくとも一方を、位置情報とともに記憶部に格
納する。
【０１１４】
［２５］実施例の無線通信システムは、
　第１の無線通信システムの基準となる周波数の受信品質である第１の受信品質と、第２
の無線通信システムの基準となる周波数の受信品質である第２の受信品質とを比較し、前
記第１の受信品質と前記第２の受信品質とが優劣に関して予め定めた条件を満たすとき、
前記第１の受信品質と前記第２の受信品質の少なくとも一方を基地局に報告する移動端末
と、
　前記移動端末からの報告を受信する前記第１の無線通信システム及び／又は前記第２の
無線通信システムの基地局と、
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　を備えている。
【０１１５】
［２６］実施例の無線通信システムは、［２５］の無線通信システムにおいて、
　前記移動端末が、前記第１の無線通信システムの複数の周波数のうち少なくとも１つの
周波数の受信品質と、前記第２の無線通信システムの複数の周波数のうち少なくとも１つ
の周波数の受信品質とを測定し、
　測定された周波数の受信品質に関して、前記第１の無線通信システムの基準となる周波
数の受信品質である第１の受信品質と、前記第２の無線通信システムの基準となる周波数
の受信品質である第２の受信品質とが優劣に関して予め定めた条件を満たす場合、その旨
を前記基地局に報告する。
【０１１６】
［２７］実施例の無線通信システムは、［２５］又は［２６］の無線通信システムにおい
て、
　前記第１の受信品質と前記第２の受信品質のうち予め定められた一方が他方よりも劣る
場合、前記移動端末は、前記第１の受信品質と前記第２の受信品質の少なくとも一方を報
告する。
【０１１７】
［２８］実施例の無線通信システムは、［２５］乃至［２７］のいずれかの無線通信シス
テムにおいて、
　前記第１の受信品質と前記第２の受信品質のうち予め定められた一方が他方よりも劣る
場合、前記移動端末は、予め定められた所定の時間間隔、又は、予め定められた距離間隔
で、前記第１の受信品質と前記第２の受信品質の少なくとも一方の測定を行う。
【０１１８】
［２９］実施例の無線通信システムは、［２８］の無線通信システムにおいて、
　前記移動端末は、前記第１の受信品質と前記第２の受信品質の少なくとも一方の測定を
、予め定められた回数又は予め定められた期間実行したのち、前記測定結果を報告する。
【０１１９】
［３０］実施例の無線通信システムは、［２５］乃至［２９］のいずれかの無線通信シス
テムにおいて、
　前記第１の受信品質は、前記第１無線通信システムの最良、又は最悪の受信品質が得ら
れる周波数の受信品質、又は、統計処理した受信品質であり、
　前記第２の受信品質は、前記第１の受信品質に対応して、前記第２の無線通信システム
で最良、又は最悪の受信品質が得られる周波数の受信品質、又は、統計処理した受信品質
である。
【０１２０】
［３１］実施例の無線通信システムは、［２５］乃至［２９］のいずれかの無線通信シス
テムにおいて、
　前記第１の受信品質は、前記第１の無線通信システムの周波数について前記移動端末で
使用及び未使用の周波数のうち最良の受信品質が得られる周波数の受信品質であり、
　前記第２の受信品質は、前記第２の無線通信システムの周波数について前記移動端末で
使用及び未使用の周波数のうち最良の受信品質が得られる周波数の受信品質である。
【０１２１】
［３２］実施例の無線通信システムは、［２５］乃至［２９］のいずれかの無線通信シス
テムにおいて、
　前記第１の受信品質と前記第２の受信品質は、それぞれ、前記第１、第２の無線通信シ
ステムの周波数のうち前記移動端末が使用する周波数の受信品質である。
【０１２２】
［３３］実施例の無線通信システムは、［３２］の無線通信システムにおいて、
　前記第１、第２の無線通信システム間でのハンドオーバ発生時、前記移動端末は、ハン
ドオーバ発生情報を報告する。
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【０１２３】
［３４］実施例の無線通信システムは、［２５］乃至［２９］のいずれかの無線通信シス
テムにおいて、前記報告は、前記第１の受信品質と前記第２の受信品質の測定箇所の位置
情報を含む。
【０１２４】
［３５］実施例の無線通信システムは、［２５］乃至［２９］のいずれかの無線通信シス
テムにおいて
　前記移動端末は、前記第１の無線通信システムの複数の周波数のうち基準となる周波数
の受信品質である第１の受信品質の測定結果と前記第２の無線通信システムの複数の周波
数のうち基準となる周波数の受信品質である第２の受信品質の測定結果のうち予め定めら
れた一方と予め定められた閾値とを比較し、
　前記第１の受信品質の測定結果と前記第２の受信品質のうち予め定められた一方が前記
閾値よりも劣る場合において、
　前記第１の受信品質の測定結果と前記第２の受信品質の測定結果のうち予め定められた
前記一方に所定のマージンを加え、
　前記第１の受信品質の測定結果と前記第２の受信品質の測定結果のうち予め定められた
前記一方に所定のマージンを加えた値が、他方の値よりも小さい場合に、前記第１の受信
品質と前記第２の受信品質の測定結果の少なくとも一方を、位置情報とともに記憶部に格
納する。
【０１２５】
［３６］実施例の無線通信システムは、［２５］乃至［２９］のいずれかの無線通信シス
テムにおいて
　前記移動端末からの前記報告を前記基地局を介して受け、受信した報告に基づき、対応
する基地局の無線パラメータを最適化処理を行う管理サーバを備える。
【０１２６】
［３７］実施例の基地局は、
　第１の無線通信システムの基準となる周波数の受信品質である第１の受信品質と、第２
の無線通信システムの基準となる周波数の受信品質である第２の受信品質とが優劣に関し
て予め定めた条件を満たすとき、前記第１、第２の受信品質の少なくとも一方を報告する
移動端末と無線接続され、前記移動端末から送信された前記報告を受ける。
【０１２７】
［３８］実施例の基地局は、［３７］の基地局において、
　前記第１、第２の無線通信システム間でのハンドオーバ発生時、前記移動端末から報告
されるハンドオーバ発生情報を受ける。
【０１２８】
［３９］実施例の管理サーバは、
　第１の無線通信システムの基準となる周波数の受信品質である第１の受信品質と、第２
の無線通信システムの基準となる周波数の受信品質である第２の受信品質とが優劣に関し
て予め定めた条件を満たすとき、前記第１、第２の受信品質の少なくとも一方を報告する
移動端末と無線接続される基地局と接続され、
　前記移動端末から送信された前記報告を前記基地局を介して受ける。
【０１２９】
［４０］実施例の管理サーバは、［３９］の管理サーバにおいて、
　前記第１、第２の無線通信システム間でのハンドオーバ発生時、前記移動端末から報告
されるハンドオーバ発生情報を、基地局を介して受ける。
【０１３０】
［４１］実施例のプログラムは、第１の無線通信システムの複数の周波数のうち基準とな
る周波数の受信品質である第１の受信品質と、第２の無線通信システムの複数の周波数の
うち基準となる周波数の受信品質である第２の受信品質を比較し、
　前記第１の受信品質と前記第２の受信品質とが優劣に関して予め定めた条件を満たすと
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き、前記第１、第２の受信品質の少なくとも一方を報告する処理を、
　移動端末を構成するコンピュータに実行させるプログラムを含む。
【０１３１】
［４２］実施例のプログラムは、［４１］のプログラムにおいて、
　前記第１、第２の無線通信システム間でのハンドオーバ発生時、ハンドオーバ発生情報
を報告する処理をさらに前記コンピュータに実行させる請求項４１記載のプログラムを含
む。
【０１３２】
［４３］実施例のプログラムは、
　第１の無線通信システムの複数の周波数のうち基準となる周波数の受信品質である第１
の受信品質と、第２の無線通信システムの複数の周波数のうち基準となる周波数の受信品
質である第２の受信品質とが優劣に関して予め定めた条件を満たすとき、前記第１、第２
の受信品質の少なくとも一方を報告する移動端末から送信された前記報告を受ける処理を
、基地局を構成するコンピュータに実行させるプログラムを含む。
【０１３３】
［４４］実施例のプログラムは、
　移動局からの報告に基地局を介して受信し無線パラメータの最適化を行う管理サーバを
構成するコンピュータに、
　第１の無線通信システムの複数の周波数のうち基準となる周波数の受信品質である第１
の受信品質と、第２の無線通信システムの複数の周波数のうち基準となる周波数の受信品
質である第２の受信品質とが優劣に関して予め定めた条件を満たすとき、前記第１、第２
の受信品質の少なくとも一方を報告する移動端末から送信された前記報告を、前記基地局
を介して、受ける処理を実行させるプログラムを含む。
【０１３４】
　なお、本発明の全開示（請求の範囲を含む）の枠内において、さらにその基本的技術思
想に基づいて、実施形態ないし実施例の変更・調整が可能である。また、本発明の請求の
範囲の枠内において種々の開示要素の多様な組み合わせないし選択が可能である。すなわ
ち、本発明は、請求の範囲を含む全開示、技術的思想にしたがって当業者であればなし得
るであろう各種変形、修正を含むことは勿論である。
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